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行方がわからなくなってしまった認知症の方を早期に発見し安全を確保するため、位置情報検索サービ 

スを利用することが有効です。ご家族が、認知症の方の位置確認ができる位置情報検索サービスを導入す

る際、その初期費用について補助金を交付します。 

１ 対象となる方 

 おかえり・見守り事前登録事業の登録者のご家族等 
 ※おかえり・見守り事前登録事業とは、徘徊のおそれのある高齢者の情報を市に登録し、山形警察署・地域包括支援    

センターと情報共有することで、行方不明発生時の迅速な捜索に役立てる制度です。 

２ 補助金の対象となるもの 

（１）位置情報検索サービスを導入する際の初期費用 

    (購入の場合)ＧＰＳ等機器及び専用充電器 

(貸与の場合)ＧＰＳ等機器貸与代金を含む位置情報検索システム加入料金及び専用充電器 

（２）その他位置情報検索サービス導入時に必要な費用として市長が認める費用 

 【補助金の対象とならないもの】 

  ・ＧＰＳ等機器のレンタルや位置情報検索サービス利用等により発生する月額又は定期的に支払う 

費用（例：月額利用料）や、位置情報検索サービス利用時の通信料 

    ・ＧＰＳ等機器の修繕・紛失・返却等により発生する費用 

    ・現場駆け付けサービス等のオプションサービスややサービス解約により発生する費用 

３ 補助金の額 

位置情報検索サービスを導入する際の初期費用に対し、上限 8,360 円（１回限り） 

   ※おかえり・見守り事前登録者１名につき１回限りとします。 

４ 対象となる位置情報検索サービス（ＧＰＳ）の条件 

   補助対象となる位置情報検索サービスは、以下の条件をすべて満たすものとします。 
・主に GPS 等機器を保有する者の位置情報を把握することが目的であること。 

・衛星測位システムを利用して機器の位置情報を取得する機能を有すること。 

・一般的な電話機能及びウェブサイト閲覧機能を有していないこと。 

・高齢者等が容易に携帯できる大きさ及び重さであること。 

・ＧＰＳ等機器の連続動作時間が最大２００時間以上であること。 

・ＧＰＳ等機器及び位置情報取得に係る操作方法について、利用者から直接電話等による問い合わせが   

できる窓口を設置していること。 

５ 手続き（※契約し初期費用を支払った日が属する年度内に申請してください。） 

         【申請まで】            【申請したあと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

፥፦፧፨፩お問合わせ 山形市長寿支援課 ６４１－１２１２内線５６６・５６９ 

◆裏面に、ご協力いただける事業者の一覧を掲載しています。ご参考ください



 

 


